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総
務
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会
）

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
案
（
第
百
五
十
四
回
国
会
閣
法
第
一
〇
二
号

）
（
本
院
継
続
審
査
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
行
政
機
関
等
に
係
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
等
に
関
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の

他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
共
通
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に

よ
り
、
国
民
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
、
処
分
通
知
等

１

行
政
機
関
等
は
、
申
請
、
処
分
通
知
等
の
う
ち
他
の
法
令
に
よ
り
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
に
つ
い

て
は

主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

、

、

。

２

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
、
処
分
通
知
等
に
つ
い
て
は
、
書
面
等
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
て
規
定
し
た
申
請
、

処
分
通
知
等
に
関
す
る
法
令
に
規
定
す
る
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
申
請
、
処
分
通
知
等
に
関

す
る
法
令
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
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３

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
は
、
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
に

到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。

４

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
は
、
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
さ
れ
た
時
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。

５

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
、
処
分
通
知
等
の
場
合
に
お
い
て
、
行
政
機
関
等
は
、
他
の
法
令
に
よ
り
署
名
等
を

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
も
っ
て
当
該
署
名
等
に
代
え
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。

二
、
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
、
作
成
等

１

行
政
機
関
等
は

縦
覧

作
成
等
の
う
ち
他
の
法
令
に
よ
り
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は

、

、

、

主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
等
の
縦
覧
、
作
成
等
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
等
の

縦
覧
、
作
成
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２

電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
、
作
成
等
に
つ
い
て
は
、
書
面
等
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
て
規
定
し
た
縦
覧
、
作
成
等
に
関

す
る
法
令
に
規
定
す
る
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
縦
覧
、
作
成
等
に
関
す
る
法
令
を
適
用
す
る



- -3

も
の
と
す
る
。

３

電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
の
場
合
に
お
い
て
、
行
政
機
関
等
は
、
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
署
名
等
を
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は

主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
も
っ
て
当
該
署
名
等
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

、

。

三
、
適
用
除
外

手
続
の
性
質
等
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
な
じ
ま
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
行
政
手
続
等
に
つ
い
て
は
、
こ

の
法
律
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

四
、
国
の
手
続
等
に
係
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
等

国
は
、
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
の
推
進
を
図
る
た
め
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
そ
の
他
必
要
な
措
置

を
講
じ
、
安
全
性
及
び
信
頼
性
を
確
保
し
、
手
続
等
の
簡
素
化
又
は
合
理
化
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
。

五
、
地
方
公
共
団
体
の
手
続
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
の
推
進
等

地
方
公
共
団
体
は
、
手
続
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
の
推
進
を
図
る
た
め
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
条
例

又
は
規
則
に
基
づ
く
手
続
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
の
実
施
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
も
の
と
す
る
。

六
、
手
続
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
関
す
る
状
況
の
公
表

１

行
政
機
関
等
（
地
方
公
共
団
体
等
を
除
く

）
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
度
一
回
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
情
報
通
信

。

の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
状
況
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
し
、
総
務
大
臣
は
公
表
さ
れ

た
事
項
を
取
り
ま
と
め
、
そ
の
概
要
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

２

地
方
公
共
団
体
等
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
状
況
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

七
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と

す
る
。


